
 

 
  
  前年から繰り越された純損失の金額がある場合② 《旧措法41の5による繰越控除1年目》 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
（記載に当たっての留意事項） 

１ 申告書第四表（損失申告用）（二）の「４ 繰越損失を差し引く計算」欄において、前年から繰り越された純損失
の金額（△1,000,000円：平成15年分で生じた事業所得に係るもの）を、平成16年分の「事業所得」の黒字（2,000,000
円）から差し引きます。 
２ 旧措法41の5による繰越損失額（△5,000,000円）を、平成16年分の「長期・分離譲渡」の黒字（3,000,000円）か
ら差し引き、引き切れない金額（△2,000,000円）を、上記１で計算した差引後の「事業所得」の黒字（1,000,000
円）から差し引きます。 
なお、引き切れない旧措法41の5による繰越損失額（△1,000,000円）は、更に翌年以後に繰り越すこととなりま

す。 

《本年分に係る所得の金額》 

１ 「事業所得・営業等」の「所得金額」               2,000,000円 

２ 「分離長期譲渡所得」の「差引金額」               3,000,000円 
 

《前年から繰り越された純損失の金額》 

３ 「事業所得に係る純損失の金額」（平成15年分）         △1,000,000円 

４ 「旧措法41の5による繰越損失額」（平成15年分）         △5,000,000円 

【記載例 11】 

《第四表(一)》 
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《第四表(二)》 
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